
こんなご提案ができます

2022年４月にはプラスチック資源循環促進法の施行がありますが、現代社会に不可欠な素材であるプラスチックを失くすことはできません。
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」“持続可能な消費と生産のパターンを確保する” に則し、「設計・製造段階から資源循環・循環型社会」
を念頭に、尚且つ消費者の意識の変化に合わせた製品づくりを行っていくことが大切だと考えています。
環境に配慮した原料のご提案、幅広い金型から１アイテムでなくカテゴリーでの商品化、また型起こしのご相談など幅広くご提案させていただきます。


